
死
体
取
扱
規
則
新
旧
対
照
条
文

○

行
方
不
明
者
発
見
活
動
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
身
元
不
明
死
体
票
の
作
成
及
び
送
付
）

（
身
元
不
明
死
体
票
の
作
成
及
び
送
付
）

第
十
六
条

警
察
署
長
は
、
警
察
等
が
取
り
扱
う
死
体
の
死
因
又
は
身
元
の
調
査

第
十
六
条

警
察
署
長
は
、
死
体
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
国
家
公
安
委
員
会

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規

規
則
第
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
死
体
で
あ
っ
て
身
元
が

定
に
よ
る
報
告
又
は
死
体
に
関
す
る
法
令
に
基
づ
く
届
出
に
係
る
死
体
で
あ
っ

明
ら
か
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
死
亡
者
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
行

て
身
元
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
死
亡
者
に
該
当
す
る
可
能
性

方
不
明
者
届
を
受
理
し
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
、
こ
れ
を
受
理
し
て
い
な
い

の
あ
る
行
方
不
明
者
届
を
受
理
し
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
、
こ
れ
を
受
理
し

と
き
は
、
速
や
か
に
、
身
元
不
明
死
体
票
を
作
成
し
、
本
部
鑑
識
課
長
に
送
付

て
い
な
い
と
き
は
、
速
や
か
に
、
身
元
不
明
死
体
票
を
作
成
し
、
本
部
鑑
識
課

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


